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【人口と世帯】令和５年９月１日現在　（　）内は前月比
人口 11万4447人（-13）　男 ５万6888人（-5）　女 ５万7559人（-8）　世帯 ５万6703世帯（+7）

前半のイベントカレンダー前半のイベントカレンダー
日 内　　容

９（祝）
● 市民スポーツ・レクリエーションフェスティ
バル2023→７㌻

10（火）
●申 高齢者スマホ教室→６㌻
● おひさまひろば→11㌻

11（水）

12（木）

●申 乳幼児歯科健診→9/1号11㌻ 担当 あいぽっく
☎543-7303

● 地域福祉計画審議会→9/15号８㌻ 担当 福祉
総務係
● 廃棄物減量等推進審議会→12㌻

13（金）

14（土）
●申 ガイドヘルパー養成研修（全２回）→9/1号10

㌻ 担当障害福祉係
●申 市民活動団体向け講座→9/1号11㌻ 担当 市民

活動推進係 

15（日）

●申 数楽で脳トレ→8/1・15合併号13㌻ 担当 社会
教育係
●申 相続制度を知る 終活のススメ→9/1号９㌻

担当市民図書館☎543-1523
●申 わかちあいの会→9/15号８㌻ 担当 あいぽっ

く☎544-5126

16（月）
●申 初めての歯磨き教室→9/1号12㌻ 担当 あい

ぽっく☎543-7303
● がん予防啓発パネル展示（10/27まで）→11㌻
●申 乳幼児歯科健診→11㌻

17（火）
● 農産物即売会（１日・４日・７日・８日・11日・14日・

15日）→10㌻
● 学習サロン（１日・８日・15日）→5/15号６㌻ 担当福祉

総務課

10月10月
日 内　　容

１（日）
● 地域安全のつどい→9/15号９㌻ 担当 地域安

全係

２（月）

● 国民健康保険税３期分、介護保険料３期分、
後期高齢者医療保険料３期分の納期限→9/1
号８㌻ 担当納税課、介護福祉課保険料係、保
険年金課後期高齢者医療係
●申 ヘルスアップ教室（全４回）→9/1号10㌻ 担当

あいぽっく☎544-5126
●申 ヤングケアラー支援講座（全３回）→9/1号11

㌻ 担当子ども家庭支援センター☎543-9046
●申 高齢者スマホ教室→9/15号２㌻ 担当 介護福

祉課

３（火）
４（水）

５（木）

●申 いきいき元気教室（全３回）→9/1号10㌻ 担当
あいぽっく☎544-5126
●申 乳幼児歯科健診→9/1号11㌻ 担当 あいぽっく

☎543-7303
●申 消費生活講座→9/15号８㌻ 担当 暮らしの安

心係

６（金）
● 男女共同参画推進委員会→9/15号８㌻ 担当

男女共同参画センター☎519-2277
● 行財政改革推進会議→12㌻

７（土）
●申 今準備しておきたい終活のお話→9/15号８

㌻ 担当介護福祉課
●市民文化祭（11/3まで）→４㌻

８（日）
● フリーマーケット・おもちゃ修理→2/15号３

㌻ 担当ごみ減量係☎546-5300

９（祝）
● 文化財講演会→9/1号９㌻ 担当 市民図書館☎

543-1523

令和５年度住民税非課税世帯等生活支援特別給付金の申請は令和５年度住民税非課税世帯等生活支援特別給付金の申請は
お済みですか ～申請は10月13日（必着）まで～お済みですか ～申請は10月13日（必着）まで～
　次のとおり給付金を支給しています。申請期
限は10月13日（必着）です。期限を過ぎると受け
付けできませんので、ご注意ください。
　なお、住民税所得割課税者に扶養されている
方のみの世帯は対象となりません。
　申請方法など詳しくは、問い合わせるか、市
ホームページをご覧ください。

◎令和５年度住民税均等割非課税世帯
◇ 対象　令和５年６月１日時点で昭島市に住民

登録があり、世帯全員の５年度の住民税均等

割が非課税である世帯
◇支給額　１世帯につき３万円
◎令和５年度住民税均等割のみ課税世帯
◇ 対象　５年６月１日時点で昭島市に住民登録

があり、世帯全員の５年度の住民税所得割が
非課税である世帯（税額控除により５年度の市
町村民税所得割が全額控除されている世帯を
除く）

◇支給額　１世帯につき２万円
☆詳しくは、昭島市住民税非課税世帯等生活支
援特別給付金担当☎544-5125（平日の午前８時30
分～午後５時）、または、ファックス544-5131へ。

市ホームページはこちら▶


